
質問事項に対する回答書

　（件名）上信越自動車道　Ｒ３上越管内橋梁補修工事

番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

1 3月23日 特記仕様書 １～２ 4ー２

「現場代理人、主任技術者、監理技術者のうち、いずれかの者が、a）及びｂ）の工事経験
を有すること。」とありますが、現場代理人がa）の工事経験を有する　権利技術者がｂ）の
工事経験を有する　の配置でも受注可能でありますでしょうか。

特記仕様書４－２「配置技術者の工事経験」については、現場代理人、主任技術者、監理
技術者のうち、いずれかの者が平成１７年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した
a）の工事経験のみ有していれば構いません。なお、特記仕様書の記載においては、誤りが
あるため訂正します。


